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第１   初期救急医療 体制 （休日夜間急 患 センター、小児初 期 救急センター）  

 

１．目  的  

(1) 休日夜間急患セ ンター  

こ の 事業 は 、 主 に 独 歩 で 来院 す る 自 覚 症 状 が 軽い 患 者 へ の 夜 間 及 び休 日 に

お け る 外 来 診 療 を 担 う 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー を 整 備 し 地 域 住 民 の 急 病 患 者

の医療を確保する こ とを目的とする。  

(2) 小児初期救急セ ンター  

こ の 事業 は 、 小 児 の 急 病 患者 を 受 け 入 れ る た め、 小 児 救 急 医 療 支 援事 業 等

の二次救急病院と 連 携し、小児患者の休日 夜間の診療体制を 確 保することを

目的とする。  

 

２．補助対象  

(1) 休日夜間急患セ ンター  

都 道 府県 の 医 療 計 画 等 に 基づ き 、 地 方 公 共 団 体の 長 の 要 請 を 受 け た診 療 所

の開設者が実施す る 休日夜間急患セン タ ーの施設整備、設備整 備を 補助対象

とする。  

(2) 小児初期救急セ ンター  

都 道 府県 の 医 療 計 画 等 に 基づ き 、 地 方 公 共 団 体が 実 施 す る 小 児 初 期救 急 セ

ンターの運営又は、地 方公共団体の長の 要 請を受けた診療所 の 開設者が実施

する小児初期救急 セ ンターの運営、施設整 備 及び設備整備を 補 助対象とする。 

 

３．整備基準  

(1) 休 日 の 診 療 と は 、 次 の ア か ら エ に 掲 げ る 日 の 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で

の 間に 診 療 を 行う こ と をい い 、 夜 間の 診 療 とは 午 後 ６ 時か ら 翌 日午 前 ８ 時

までの間に診療を 行 うことをいう。  

ア  日曜日  

イ  国民の祝日に 関 する法律（昭和 ２３年 ７月２０日法律第 １ ７８号）に定

める祝日及び休日  

ウ  年末年始の日 （ １２月２９日から １ 月３日まで）  

エ  週休二日制に 伴 う土曜日又はその 振 替日  

(2) 施設及び設備  

ア  休日夜間急患 セ ンター  

休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー と し て 必 要 な 診 療 部 門 等 及 び 医 療 機 器 等 を 備え

るものとする。  

イ   小児初期救急 セ ンター  

小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 診 療 部 門 等 及 び 医 療 機 器 等 を 備え

るものとする。  

(3) 地域住民に対し て救急医療に関す る 情報提供を行う。  

 

４．留意事項  

休日夜間急患セン タ ー及び小児初期救 急 センター は、厚生 労 働省医政局が実

施する現況調査等 に 協力し、事業の実 施 状況 を報告するこ と 。  
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第２  入院を要す る（ 第二次）救急医療体 制（病院群輪番制病院 、共同利用型病院、

小児救急医療拠点 病 院、ヘリコプター 等 添乗医師等確保事 業 ）  

 

１．目  的  

(1) 病院群輪番制病 院及び共同利用型 病 院  

こ の 事業 は 、 地 方 公 共 団 体が 地 域 の 実 情 に 応 じて 病 院 群 輪 番 制 方 式、 共 同

利用型病院方式等 に よる入院を要する（ 第二次）救急医療機 関を整備し、休

日夜間急患センタ ー 、小児初期救 急セン ター、在宅当 番医制 等の初期救急医

療施設及び救急患 者 の搬送機関との円 滑 な連携体制のもと に、休日及び夜間

に お け る 入 院 治 療 を 必 要 と す る 救 急 患 者 の 医 療 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す

る。  

(2) 小児救急医療拠 点病院  

こ の 事業 は 、 都 道 府 県 が 地域 の 実 情 に 応 じ て 小児 救 急 医 療 拠 点 病 院を 整 備

し、休日夜間急患セ ンター、小児初期救 急センター、在宅当 番医制等の初期

救急医療施設及び 小 児救急患者の搬送 機 関との円滑な連携 体 制のもとに、休

日 及 び 夜 間 に お け る 入 院 治 療 を 必 要 と す る 小 児 の 救 急 患 者 の 医 療 を 確 保 す

ることを目的とす る 。  

(3) ヘリコプター等 添乗医師等確保事 業  

こ の 事業 は 、 離 島 、 山 村 にお い て 、 発 生 し た 救急 患 者 を ヘ リ コ プ ター 等 に

より搬送する際 、地 方公共団体の要請 に より、機内に おいて 早期に必要な救

急処置を行うため 、 添乗する医師を確 保 することを目的と す る。  

 

２．補助対象  

(1) 病院群輪番制病 院及び共同利用型 病 院  

ア  地域設定  

地域設定は、原則とし て二次医療圏単位 と する。ただし、二次医 療圏単

位によりがたい地 域 については都道府 県 知事が設定する地 域 とする。  

イ  病  院  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 公 共 団 体 の長

の 要 請 を 受 け た 病 院 の 開 設 者 が 整 備 、 運 営 す る 病 院 で 相 当 数 の 病 床 を 有

し、医師等の医療従事 者の確保及び救急 専 用病床の確保等、入院 を要する

（ 第 二 次 ） 救 急 医 療 機 関 と し て の 診 療 機 能 を 有 す る 病 院 を 補 助 対 象 と す

る。  

ウ  交  付  

病 院 群 輪 番 制 病 院 の 施 設 整 備 、 設 備 整 備 及 び 共 同 利 用 型 病 院 の運営費､

施設整備並びに設備整備を補助対象とする。  

(2) 小児救急医療拠 点病院  

ア  地域設定  

地域設定は、原則とし て複数の二次医療 圏 単位とする。ただし、複数の

二 次 医 療 圏 単 位 に よ り が た い 地 域 に つ い て は 都 道 府 県 知 事 が 設 定 す る 地

域とする。  

イ  病  院  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、 都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請を
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受けた病院の開設 者 が整備、運営する病院 で相当数の病床を 有 し、小児科

医師、看護師等の医療 従事者の確保及び 小 児の救急専用病床 の 確保等、入

院を要する（第二次）救急医療機関とし て 診療機能を有する 病 院 を補助対

象とする。  

(3) ヘリコプター等 添乗医師等確保事 業  

救 急 患者 の 搬 送 に ヘ リ コ プタ ー 等 を 使 用 し 、 これ に 医 師 等 を 添 乗 させ る 事

業を行っている地 方 公共団体を補助対 象 とする。  

 

３．運営方針  

(1) 病院群輪番制病 院及び共同利用型 病 院  

病 院 群輪 番 制 病 院 及 び 共 同利 用 型 病 院 は 、 高 齢者 救 急 を は じ め 、 地域 で 発

生する救急患者の 初 期診療と入院治療 を 主に担う ものとす る 。また、地 域の

実情に応じた次の 方 式により休日夜間 の 診療体制を整える も のとし、原則と

して、初期救急医 療 施設からの転送患 者 を受け入れるもの と する。  

 ア  病院群輪番制 方 式  

地域内の病院群が 共 同連帯して、輪 番制 方式により実施す る ものとす

る。  

 イ  共同利用型病 院 方式  

医師会立病院等が 休 日夜間に病院の一 部 を解放し、地域 医師 会の協力

により実施するも の とする。  

(2) 小児救急医療拠 点病院  

小 児 救急 医 療 拠 点 病 院 は 、小 児 救 急 医 療 に 係 る休 日 夜 間 の 診 療 体 制を 常 時

整えるものとし 、原 則として、初 期救急 医療施設及び救急 搬 送機関から 転送

された小児救急患 者 を必ず受け入れる も のとする。  

(3) ヘリコプター等 添乗医師等確保事 業  

地 方 公共 団 体 は 、 ヘ リ コ プタ ー 等 に よ る 救 急 患者 の 搬 送 に 当 た っ ては 、 次

により添乗医師等 を 確保するものとす る 。救急患者１ 人の搬 送に対し、原則

として医師１人の 添 乗とする。  

た だ し、 救 急 患 者 の 症 状 に応 じ て 看 護 師 等 １ 人の 添 乗 を 追 加 で き るも の と

する。  

 

４．整備基準  

(1) 病院群輪番制病 院 及び共同利用型 病 院  

ア  病院群輪番制 方 式  

(ｱ) 当番日に おける 入院を要 する（ 第二 次）救急 医療機 関と して必要 な

診療機能及び専用 病 床を確保するもの と する。  

(ｲ) 当番日に おける 病院の診 療体制 は、 通常の当 直体制 の外 に救急患 者

の受け入れに対応 で きる医師等医療従 事 者を確保するもの と する。  

(ｳ) 救急患者の対 応 に従事する医師・看護 師を適当数有する も のとする。 

イ  共同利用型病 院 方式  

(ｱ)  入院を要する（ 第二次）救急医療 機 関として必要な診 療 機能及び専

用病床を確保する も のとする。  

(ｲ) 病院の診 療体制 は、通常 の当直 体制 の外に救 急患者 の受 け入れに 対
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応できる医師等医 療 従事者を確保する も のとする。  

(ｳ) 救急患者の対 応 に従事する医師・看護 師を適当数有する も のとする。 

(2) 小児救急医療拠 点病院  

ア  小児救急患者 の 入院を要する（ 第二次 ）救急医療機関 として 必要な診療

機能及び専用病床 を 確保するものとす る 。  

イ  病院の診療体 制 は、休日夜間に 小児救 急患者の受け入れ に 常時対応でき

る小児科医師及び 看 護師等医療従事者 を 確保するものとす る 。  

(3) ヘリコプター等 添乗医師等確保事 業  

地 方 公共 団 体 は 、 ヘ リ コ プタ ー 等 へ 容 易 に 添 乗で き る 体 制 を 確 保 する も の

とする。  

(4) 施設及び設備  

ア  病院群輪番制 病 院及び共同利用型 病 院運営事業  

(ｱ) 施  設  

入院を要する（第二次 ）救急医療機関として 必要な診療部門（診療 室、

処置室、手術室 、薬 剤室、エックス線 室 、検査室等）及 び専 用病室等

を設けるものとす る 。  

また、必要に 応じ、心 臓病及び脳卒中の 救 急患者を受け入れ る ため、

心臓病専用病室（Ｃ ＣＵ）及び脳卒中専 用病室（ＳＣＵ）を 設けるも

のとする。  

(ｲ) 設  備  

入院を要する（第二次 ）救急医療機 関の診療 機能として必要な 医 療機

械を備えるものと す る。  

また、必要に 応じ、心 臓病及び脳卒中の 救 急患者の治療等に 必 要な専

用医療機器を備え る ものとする。  

このほか、必要に 応じ て、搬送途上の患 者の 様態を正確に把握 し、医

師の具体的指示を 搬 送途上に送るため 、地域の中心的な入 院 を要する

（第二次）救急医 療 機関に心電図受信 装 置を備えるものと す る。  

イ  小児救急医療 拠 点病院  

(ｱ) 施  設  

小児救急患者の入 院 を要する（第 二次）救 急医療機関として 必 要な小

児科診療部門（診療 室、処置室 、手術室 、薬剤室 、エックス 線室、検

査室等）、小児専 用 病室等を設けるも の とする。  

(ｲ) 設  備  

小児救急患者の入 院 を要する（第 二次）救 急医療機関として 必 要な医

療機械等を備える も のとする。  

 

５．留意事項  

病院群輪番制病院 、 共同利用型病院及 び 小児救急医療拠点 病 院は、厚生労働

省医政局が実施す る 現況調査等に協力 し 、事業の実施状況 を 報告すること。  
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第３  救命（第三 次 ）救急医療体制（ 救 命救急センター ）  

 

１．目  的  

この事業 は、都 道府 県が 救命 救急セ ンタ ーを整備 し、休 日夜 間急患セ ンター 、

在宅当番医制等の 初 期救急医療施設、病院 群輪番制等の第二 次 救急医療施設及び

救急患者の搬送機 関 との円滑な連携体 制 のもとに、重篤救急患 者の医療を確保す

ることを目的とす る 。  

 

２．補助対象  

都道府県の医療計 画 等に基づき、都道府県 知事の要請を受け た 病院の開設者が

実施する救命救急 セ ンター の運営、施 設 整備及び設備整備 を 補助対象とする。  

ただし、小児 救急専 門病床（小児 専門集 中治療室）を 設置す る場合は、小 児病

棟を有し、広域搬 送 による受入が可能 な 医療機関を 補助対 象 とする。  

 

３．運営方針  

(1) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 重 篤 患 者 に 対 す る 高 度 な 専 門 的 医 療 を 総 合 的 に 実

施 する こ と を 基本 と し 、 原 則 と し て、 重 症 及び 複 数 の 診療 科 領 域に わ た る

すべての重篤な救 急 患者を２４時間体 制 で受け入れるもの と する。  

(2) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 初 期 救 急 医 療 施 設 及 び 第 二 次 救 急 医 療 施 設 の 後 方

病 院と し て 複 数診 療 科 の介 入 を 要 する 症 例 や診 断 が 難 しい 症 例 等、 他 の 医

療 機関 で は 治 療の 継 続 が困 難 な 救 急患 者 の 診療 を 担 う もの と し 、原 則 と し

て 、こ れ ら の 医療 施 設 及び 救 急 搬 送機 関 か らの 救 急 患 者を ２ ４ 時間 体 制 で

必ず受け入れるも の とする。  

(3) 救命救急センタ ーは、適切 な救急医療 を受け、生 命の危険が 回避された状

態 にあ る と 判 断さ れ た 患者 に つ い ては 、 積 極的 に 併 設 病院 の 病 床ま た は 転

送元の医療施設等 に 転床させ、常に必 要 な病床を確保する も のとする。  

(4) 救命救急センタ ーは、医学生、臨 床 研修医、医師、看 護 学生、看護師、救

急 救命 士 等 に 対す る 救 急医 療 の 臨 床教 育 を 行う も の と する 。 ま た、 医 師 等

を 小児 救 命 救 急セ ン タ ー等 へ 一 定 期間 派 遣 し、 研 修 を させ る な ど、 救 急 医

療 の診 療 技 術 等の 向 上 を積 極 的 に 図る と と もに 、 そ れ に対 す る 支援 を す る

ことが望ましい。  

 

４．整備基準  

(1) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 救 命 救 急 セ ン タ ー の 責 任 者 が 直 接 管 理 す る 相 当 数

の 専用 病 床 (概 ね ２ ０ 床 以上 (た だし 、 病 床 数 が１ ０ 床 以上 ２ ０ 床 未満 で あ

っ て、 平 成 １ ９年 度 以 前に 整 備 さ れた も の 、又 は 平 成 １９ 年 度 中に 国 と 調

整 を行 っ て お り平 成 ２ ０年 度 に お いて 整 備 され る も の につ い て は、 こ の 限

り では な い 。 ))を 有 し 、２ ４ 時 間体 制 で 、 重症 及 び 複数 の 診 療 科領 域 に わ

た るす べ て の重 篤 な 救 急患 者 に 対す る 高 度 な診 療 機 能を 有 す る もの と す る ｡ 

(2) 最 寄 り の 救 命 救 急 セ ン タ ー へ の ア ク セ ス に 時 間 を 要 す る 地 域 （ 概 ね ６ ０

分 以上 ） に お いて は 、 地域 救 命 救 急セ ン タ ー（ 専 用 病 床が １ ０ 床以 上 ２ ０

床未満の救命救急 セ ンター）を整備す る ことができる。  

(3) 救命救急センタ ー（地域救命救急 セ ンターを含む）に は、２４時間診療体
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制を確保するため に 、必要な職員を配 置 するものとする。  

ア  医  師  

(ｱ) 救命救急 センタ ーの責任 者は、 重症 及び複数 の診療 科領 域にわた る

重 篤 な 救 急 患 者 に 適 切 に 対 応 で き る 三 次 救 急 医 療 の 専 門 的 知 識 と 技

能を有し、高度な救 急医療及び救急医 学 教育に精通した医 師 であると

の客観的評価を受 け ている専任の医師 と する。（例：一般社団法人日

本救急医学会指導 医 等）  

(ｲ) 救命救急 センタ ーは、救 急医療 の教 育に関す る適切 な指 導医のも と

に、一定期間 (３年程度 )以上の臨床経験 を 有し、専門的な三次 救急医

療 に 精 通 し て い る と の 客 観 的 評 価 を 受 け て い る 専 任 の 医 師 を 適 当 数

有するものとする 。 （例：一般社団法 人 日本救急医学会専 門 医等）  

(ｳ) 救命救急 センタ ーとして の機能 を確 保するた め、内 科、 外科、循 環

器科、脳神経外科、心 臓血管外科、整形外 科 、小児科、眼科、耳鼻 科、

麻酔科、精神科等の 医師を必要に応じ 適 時確保できる体制 を 有す るも

のとする。  

(ｴ) 必要に応 じ、心 臓病の内 科系専 門医 とともに 外科系 専門 医を、脳 卒

中 の 外 科 系 専 門 医 と と も に 内 科 系 専 門 医 を 専 任 で 確 保 す る も の と す

る。  

(ｵ) 小児救急 専門病 床（小児 専門集 中治 療室）を 設置す る救 命救急セ ン

ターは、救命救急セ ンター内又は本院（ 本院の場合は、常に 必要な支

援を受けられる体 制 を構築すること。）に小児の救急患者 へ の集中治

療に対応する小児 科 医師を確保するも の とする。  

(ｶ) 必要に応 じ、重 症外傷に 対応す る専 門医師を 専任で 確保 するもの と

する。  

(ｷ) 救急救命士へ の 必要な指示体制を 常 時有するものとす る 。  

イ  看護師及び他 の 医療従事者  

(ｱ) 重篤な救 急患者 の看護に 必要な 専任 の看護師 を適当 数有 するもの と

する。また 、小児救 急専門病床（ 小児専 門集中治療室 ）を設 置する救

命救急センターは、小児の救急患者へ の 集中治療に対応す る 看護師を

専任で確保するも の とする。（なお 、専 任の看護師は 、専門 的な三次

救 急 医 療 に 精 通 し て い る と の 客 観 的 評 価 を 受 け て い る こ と が 望 ま し

い。例：日本看護 協 会救急看護認定看 護 師等）  

(ｲ) 診療放射線技 師 及び臨床検査技師 等 を常時確保するも の とする。  

(ｳ) 緊急手術 ができ るよう、 必要な 人員 の動員体 制を確 立し ておくも の

とする。  

(4) 施設及び設備  

ア  施  設  

(ｱ) 救命救急 センタ ーの責任 者が直 接管 理する専 用病床 及び 専用の集 中

治療室（ＩＣ Ｕ）を 適当数有するもの と する。また 、急性期 の重篤な

心臓病、脳卒中の救 急患者、小児重症患 者及び重症外傷患 者 を受け入

れるため、必 要に応じ て心臓病専用病室（Ｃ ＣＵ）､脳卒中専用病 室（Ｓ

ＣＵ）､小児救急専門 病床（小児専門 集中治 療室）及び重症 外傷専 用病

室を設けるものと す る。  
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(ｲ) 救命救急 センタ ーとして 必要な 専用 の診察室 （救急 蘇生 室）、緊 急

検査室、放射線撮 影 室及び手術室等を 設 けるものとする。  

(ｳ) 必要に応じ、 適 切な場所にヘリポ ー トを整備するもの と する。  

(ｴ）  診療に必要な 施 設は耐震構造であ る こと。（併設病院 を 含む。）  

イ  設  備  

(ｱ) 救命救急 センタ ーとして 必要な 医療 機器及び 重症熱 傷患 者用備品 等

を備えるものとす る 。また、必要に応じ 、急性期の重 篤な心 臓病、脳

卒中の救急患者、小 児重症患者及び重 症 外傷患者の治療等 に 必要な専

用医療機器を備え る ものとする。  

(ｲ) 必要に応じ、 ド クターカー 及び病 院 救急車 を有するも の とする。  

(ｳ) 救急救命 士への 必要な指 示がで きる よう、必 要に応 じ心 電図受信 装

置を備えるものと す る。  

（注）ドクターカ ー とは、患者監視装 置 等の医療機械を搭 載 し、医師、看護師

等が同乗し、搬送 途 上へ出動する救急 車 である。  

 

５．留意事項  

救命救急センター は 、厚生労働省医政 局 が実施する現況調 査 等に 協力し、事

業の実施状況を報 告 すること。  

 

 

第４   救命（第三次 ）救急医療体制（ 高 度救命救急センタ ー ）  

 

１．目  的  

この事業は、都道府 県 が高度救命救急セ ン ターを整備し、救急 医 療の円滑な連

携体制のもとに、 特 殊疾病患者に対す る 医療を確保するこ と を目的とする。  

 

２．補助対象  

都道府県の医療計 画 等に基づき、都道府県 知事の要請を受け た 病院の開設者が

整備、運営する救命 救 急センターのうち、特 に高度な診療機 能 を 有する 高度救命

救急センターの運 営 、施設整備及び設 備 整備 を補助対象と す る。  

 

３．運営方針  

高度救命救急セン タ ーは、特に高度な診 療 機能を有し、通常の 救 命救急センタ

ーでは対応困難な 外 傷や疾患等の診療 を 担う ものとする。  

 

４．整備基準  

(1) 高度救命救急セ ンターは、広範囲 熱 傷、指肢切断、急 性中 毒等の特殊疾病

患 者に 対 す る 救命 医 療 を行 う た め に必 要 な 相当 高 度 な 診療 機 能 を有 す る も

のである。  

(2) 高度救命救急セ ンターには 、２４時間 診療体制を確保す る ために、必 要な

職員を配置するも の とする。  

ア  医  師  

常 時 高 度 救 命 救 急 医 療 に 対 応 で き る 体 制 を と る も の と す る 。 特 に 麻酔
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科等の手術に必要 な 要員を待機させて お くものとする。  

イ  看護師等医療 従 事者  

特 殊 疾 病 患 者 の 診 療 体 制 に 必 要 な 要 員 を 常 時 確 保 す る こ と 。 特 に 手術

に必要な動員体制 を あらかじめ考慮し て おくものとする。  

(3) 設  備  

高度救命救急セン タ ーとして必要な医 療 機器を備えるもの と する。  

 

５．留意事項  

高度救命救急セン タ ー は、厚生労働省 医 政局が実施する現 況 調査等に 協力

し、事業の実施状 況 を報告すること。  

 

 

第５  小児救命救 急 医療体制（小児救命 救 急センター、地域小 児 救命救急センター） 

 

１．目  的  

この事業は、都道府 県 が小児救命救急セ ン ター 、地域小児救命 救 急センター を

整備し、重篤な小 児 救急患者の医療を 確 保することを目的 と する。  

 

２．補助対象  

都道府県の医療計 画 等に基づき、都道府県 又は都道府県知事 の 要請を受けて病

院の開設者が実施 す る小児救命救急セ ン ター 、地域小児救命救 急センター の運営、

施設整備及び設備 整 備を補助対象とす る 。  

なお、地域小児救命 救急センター の整 備・運営につ いては、多 くの医療資源を

要することから、三次 医療圏において 高 度 救命救急医療に対 応 可能な既存の 救命

救急センターの活 用 を念頭に おいてい る が、新規の医療機関の 整備を排除するも

のではない。また、地 域小児救命救急セ ン ター は小児救命救 急 センターがない三

次医療圏のみに整 備 することができる。三 次医療圏内に複数 の 地域小児救命救急

センターを整備す る ことはできない。  

 

３．運営方針  

(1) 小児救命救急セ ンター  

ア  小児救命救急 セ ンターは、原則とし て、診療科領域を問 わず、すべての

重篤な小児救急患 者 を 24 時間体制で必 ず 受け入れるものと す る。  

イ  重篤な小児救 急 患者に対して「超急 性期」の医療を提供 した後、高度な

専門 的 医療 が 必要 な 患者 に つい て は、 小 児救 命 救急 セ ンタ ー 内又 は 本院

の「 急 性期 」 の集 中 治療 ・ 専門 的 医療 を 担う 病 床 （ 以 下「 小 児集 中 治療

室病床」という。 ） に転床・転院する 体 制を確保するもの と する。  

ウ  小児救命救急 セ ンターは、医学 生、臨 床研修医、医師 、看護 学生、看護

師及 び 救急 救 命士 等 に対 す る小 児 救急 医 療の 臨 床教 育 を行 う もの と する。

また 、 医師 等 を救 命 救急 セ ンタ ー 等へ 一 定期 間 派遣 し 、研 修 をさ せ るな

ど ､小児救急医療の 診 療技術等の向上を 積 極的に図るととも に、それに対

する支援をするこ と が望ましい。  

エ  小児救命救急 セ ンターは、毎年度、外 部からの受入実績（ 受入要請を断
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った実績を含む ｡）、治療実績、その他運 用状況を集計し、厚 生労働省医

政局地域医療計画 課 に報告するものと す る。  

(2) 地域小児救命救 急センター  

ア  地域小児救命 救 急センターは、原則 として、診療科領域 を問わず、すべ

ての 重 篤 な小 児 救急 患者 を 24 時 間 体制 で必 ず 一 旦受 け 入れ るも の と す

る。  

イ  重篤な小児救 急 患者に対して「超急性 期」の医療を 応急的に 提供した後、

小児集中 治療室 病床 を要する 程度の 高度 な専門的 医療が 引き 続き必要 な

患者につ いては 、当 該患者に 対応可 能な 医師同乗 の下で 三次 医療圏を 越

えた広域 搬送を 実施 し、小児 救命救 急セ ンター 等 の小児 集中 治療室病 床

を持つ医療機関に お ける加療に繋ぐ 体 制 を確保するものと す る。  

ウ  地域小児救命 救 急センターは 、研修終 了後に元の機関に 戻 る条件で、小

児救 命 救急 セ ンタ ー に医 師 を派 遣 し、 小 児集 中 治療 室 病床 で の業 務 や搬

送業 務 に関 す る技 術 の習 得 をさ せ るも の とす る 。ま た 、小 児 救命 救 急セ

ンタ ー から 医 師を 招 聘し 、 指導 を 担わ せ 、同 様 に技 術 の習 得 をさ せ るも

のとする。  

エ  地域小児救命 救 急センターは、毎年 度、外部からの受入 実績（受入要請

を断った実績を含 む ｡）、治療実績、搬送実 績（搬送先医療機関 の情報を

含む ） 、そ の 他運 用 状況 を 集計 し 、厚 生 労働 省 医政 局 地域 医 療計 画 課に

報告するものとす る 。  

 

４．整備基準  

(1) 小児救命救急セ ンター  

ア  小児救命救急 セ ンターは、専用 病床（小児集中治療 室病 床６床以上（本

院でも可）を含む）を適当数有し、 24 時 間体制で、すべての 重篤な小児

救 急 患者 に 「 超 急 性 期 」 の医 療 を 提 供 す る と とも に 、 そ れ を 脱 し た小 児

救急患者に必要な 高 度な専門医療を提 供 するものとする。  

イ  小児集中治療 室 には、24 時間診療体制を確保するため に、必要な職員を

 配置するものと す る。  

(ｱ)医  師  

小児集中治療室に は 、常時、専従 の医師 及び研修医を確保 す るもの

とする。なお、専従 の医師については、一般社団法人日本 集 中治療医

学会が認定した集 中 治療専門医、公益社 団法人日本小児科 学 会が認定

した小児科専門医 、一般社団法人日本 救 急医学会が認定し た 救急科専

門 医 な ど 、 小 児 集 中 治 療 に 指 導 的 立 場 に あ る 人 を １ 人 以 上 含 む こ と 。 

(ｲ)看護師及び他の 医 療従事者  

(ⅰ ) 小児集中治 療 室には、常時、重篤 な 小児救急患者の看 護 に必要な

専従の看護師を患 者 ２名に１名以上の 割 合（必要時には患 者 1.5 名

に１名以上）で確保 するものとする 。な お、重症集中 ケア認 定看護

師が勤務し、指導 的 役割を担うことが 望 ましい。  

(ⅱ )  診 療 放 射 線 技 師 及 び 臨 床 検 査 技 師 を 常 時 院 内 に 確 保 す る と と も

に、理学療法士及 び 臨床工学技士を院 内 に確保するものと す る。  

(ⅲ ) 小児集中治 療 室には、薬剤師を 確 保することが望ま し い。  
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(ⅳ ) 社会福祉士 を 院内に確保するこ と が望ましい。  

ウ  小児集中治療 室 病床を有する病室 に ついては、年間おおむ ね 300 例以上

の 入 院を 取 り 扱 う こ と と し、 う ち 相 当 数 が 救 急外 来 か ら の 入 院 又 は他院

からの搬送入院で あ ることとする。  

エ  小児救命救急 セ ンターは、救 急搬送 を相当数（本 院を含 む。）受け入れ

るものとする。  

オ  施設及び設備  

(ｱ) 施  設  

(ⅰ ) 専用の 小児集 中治療室 病床を ６床 以上有し 、独立 した 看護単位 を

有するものとする 。  

(ⅱ ) 小児救 命救急 センター として 必要 な専用の 診察室 （救 急蘇生室 ）

を設けるものとす る 。なお、緊急検査室 、放射線撮影室、手 術室等

に つ い て は 、 優 先 し て 使 用 で き る 体 制 を 確 立 し て お く も の と す る 。 

(ⅲ ) 必要に応じ 、 適切な場所にヘリ ポ ートを整備するも の とする。  

(ⅳ ) 診療に必要 な 施設は耐震構造で あ ること。（併設病 院 を含む。）  

(ｲ) 設  備  

(ⅰ ) 小児救命 救急 センター として必 要 な医療機 器を備え る ものとす る。 

(ⅱ ) 必要に応じ 、 ドクターカーを有 す るものとする。  

(2) 地域小児救命救 急センター  

ア  地域小児救命 救 急センターは、小児集 中治療室病床 の整 備 は求めないが 、

24 時間体制で、三次医 療圏のすべての重 篤 な小児救急患者に「 超 急性期」

の 医 療を 応 急 的 に 提 供 す ると と も に 、 そ れ を 脱し た 小 児 救 急 患 者 に必 要

な 専 門医 療 を 提 供 す る も のと し 、 一 方 で 、 小 児集 中 治 療 室 病 床 を 要す る

程 度 の高 度 な 専 門 的 医 療 が 引 き 続 き 必 要 な 患 者に つ い て は 、 当 該 患者 に

対 応 可能 な 医 師 同 乗 の 下 で三 次 医 療 圏 を 越 え た広 域 搬 送 を 行 う こ とに よ

り 、 小児 集 中 治 療 室 病 床 を持 つ 小 児 救 命 救 急 セン タ ー 等 の 医 療 機 関 に お

ける加療に繋ぐも の とする。  

イ  重 篤 な 小 児 救 急 患 者 に 対 し 、 24 時 間 診 療 お よ び 広 域 搬 送 が 可 能 な 体 制

を確保するために 、 必要な職員を配置 す るものとする。  

(ｱ)医  師  

小児救急患者の治 療 を行う病室におい て は、常時、専 従の医 師及び

研修医を確保する も のとする。なお、専 従の医師について は 、一般社

団法人日本集中治 療 医学会が認定した 集 中治療専門医 、公益 社団法人

日本小児科学会が 認 定した小児科専門 医 、一般社団法 人日本 救急医学

会が認定した救急 科 専門医など、小児集 中治療に指導的立 場 にある人

を１人以上含むこ と 。  

(ｲ)看護師及び他の 医 療従事者  

(ⅰ ) 小児救急患 者 の治療を行う病 室 に おいては、常時、重 篤 な小児救

急患者の看護に必 要 な専従の看護師を 患 者 ３名（可能であ れば 患者

２名）に１名 以上の 割合（必要時 には患 者 ２名（可能 であれ ば患者

1.5 名）に１名以上） で確保するものと す る。なお、重症集 中 ケア

認定看護師が勤務 し 、指導的役割を担 う ことが望ましい。  

(ⅱ )  診 療 放 射 線 技 師 及 び 臨 床 検 査 技 師 を 常 時 院 内 に 確 保 す る と と も
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に、理学療法士及 び 臨床工学技士を院 内 に確保するものと す る。  

(ⅲ ) 小児救急患 者 の治療を行う病 室 に おいては、薬剤 師を確 保するこ

とが望ましい。  

(ⅳ ) 社会福祉士 を 院内に確保するこ と が望ましい。  

ウ  小児救急患者 の 治療を行う病 室に つ いては、年間おお む ね 100 例以上の

入院を取り扱うこ と とし、うち相当数が救 急外来からの入院 又 は他院から

の搬送入院である こ ととする。  

エ  地域小児救命救 急 センターは、救急搬 送を相当数（本院を 含む。）受け入

れるものとする。  

オ  地域小児救命救 急 センターは、同 センタ ーが属する 医療機 関 および 同セン

タ ーが 所 在 す る三 次 医 療圏 に お け る小 児 救 急患 者 に 対 し 、 小 児 集中 治 療 室

を要する医療機関 へ の 広域搬送を相当 数 行うものとする。  

カ  施設及び設備  

(ｱ) 施  設  

(ⅰ ) ＩＣＵ と同等 の小児救 急患者 にも 対応可能 な病床 を 10 床以上有

し、独立した看護 単 位を有するものと す る。  

(ⅱ ) 地域小 児救命 救急セン ターと して 必要な専 用の診 察室 （救急蘇 生

室）を設けるも のと する。なお、緊急検 査室、放射線撮 影室 、手術

室等については、優 先して使用できる 体 制を確立しておく も のとす

る。  

(ⅲ ) 必要に応じ 、 適切な場所にヘリ ポ ートを整備するも の とする。  

(ⅳ ) 診療に必要 な 施設は耐震構造で あ ること。（併設病 院 を含む。）  

(ｲ) 設  備  

(ⅰ ) 地域小児 救命 救急セン ターとし て 必要な医 療機器を 備 えるものと

 する。  

(ⅱ ) 必要に応じ 、 ドクターカーを有 す るものとする。  

 

５．留意事項  

小児救命救急セン タ ー 、地域小児救命 救 急センター は、厚 生 労働省医政局が

実施する現況調査 等 に協力し、事業の 実 施状況 を報告する こ と。  

 

 

第６  ドクターヘ リ 導入促進事業  

 

１．目  的  

この事業は、救急医療 用ヘリコプターを 用 いた救急医療の確 保 に関する特別措

置法（平成１９年法 律第１０３号）の趣 旨に基づき、救命救 急センターにドク タ

ーヘリを委託等に よ り配備し、救急患者 の 救命率等の向上、広 域 救急患者搬送体

制の向上及びドク タ ーヘリの全国的導 入 の促進を図ること を 目的とする。  

 

２．補助対象  

(1) 都道府県又は地 方自治法（ 昭和２２年 法律第６７号 ）第２８ ４条第３項に

規定する広域連合（ 以下「広域連合 」とい う。）並びに都 道府県 知事又は広
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域 連合 の 長 の 要請 を 受 けた 救 命 救 急セ ン タ ーが 実 施 す る事 業 を 補助 対 象 と

する。  

(2) 都道府県又は広 域連合が、救命救急セ ンターに配備し 、当該 センターにお

いて実施する事業 を 補助対象とする 。  

 

３．運営方針  

(1) ド ク タ ー ヘ リ の 運 航 に 係 る 関 係 機 関 等 と の 調 整 、 地 域 住 民 へ の 普 及 啓 発

等 を行 う 運 航 調整 委 員 会を 設 置 し 、本 事 業 の実 施 、 運 営に 関 す る必 要 事 項

に 係る 諸 調 整 等を 行 い 、ド ク タ ー ヘリ の 運 行に 万 全 を 期す と と もに 地 域 住

民の理解と協力が 得 られるよう努めな け ればならない。  

(2) 運航調整委員会 の委員は、都道府 県 、市町村、地域医 師 会、消防、警察 ､

国 土交 通 、 教 育委 員 会 等関 係 官 署 に所 属 す る者 、 ド ク ター ヘ リ 運航 会 社 、

ド クタ ー ヘ リ 基地 病 院 及び 有 識 者 によ り 構 成す る も の とし 、 こ れら 関 係 機

関と密接な連携を と って当該事業を実 施 するものとする。  

(3) 事業の実施に当 たっては、救急医 療 専用ヘリコプター 、操縦士、整備士及

び運航管理者等を 運 航会社との委託契 約 等により配備する も のとする。  

(4) 事業の実施に当 たっては、ドクターヘ リに同乗する医師 、看 護師等を確保

（ 都道 府 県 の 委託 に よ り事 業 を 実 施す る 場 合は 配 備 先 の救 命 救 急セ ン タ ー

に おい て 確 保 ）す る と とも に 、 出 動及 び 搬 送に お い て は、 必 ず 医師 を 、 必

要に応じて看護師 を 同乗させるものと す る。  

(5) 出動及び搬送に ついては、原則と し て消防官署 、医療 機 関、又は航空法施

行 規則 の 一 部 を改 正 す る省 令 （ 平 成２ ５ 年 国土 交 通 省 令第 ９ ０ 号） を う け

て 、運 航 調 整 委員 会 が 必要 と 認 め た者 か ら の要 請 に 対 して 医 師 、操 縦 士 等

の判断のもと行う も のとする。  

(6) 出動範囲は、原則 として県内全域を 対 象とするものとす る。必要に応じて、

他 都道 府 県 に 及ぶ も の につ い て も 対象 と す るも の と し 、隣 接 都 道府 県 等 と

協 定を 結 び 相 互応 援 や 共同 運 航 （ ドク タ ー ヘリ 導 入 都 道府 県 間 及び 未 導 入

府への応援）とい っ た体制を構築する も のとする。  

(7) 飛 行 中 の ド ク タ ー ヘ リ と 救 命 救 急 セ ン タ ー 又 は 救 急 隊 等 と の 通 信 手 段 の

確保に努めなけれ ば ならないものとす る 。  

(8) ド ク タ ー ヘ リ の 運 航 を 委 託 す る 運 航 会 社 の 選 定 指 針 及 び 無 線 に よ る 通 信

手段を確保する場 合 の無線の運用指針 に ついては、別に定 め る。  

(9) 特に、日没後又 は日出前における 飛 行（以下「夜間飛 行」という。）を行

う場合においては 、 安全性を十分確保 す るものとする。  

(10) 夜間飛行には、 薄暮時間帯等のみ の 短時間の延長飛行 は 含まれない。  

(11) 「ドクターヘリ の安全運航のため の 取組について」（ 平 成 ３０年７月２

５ 日付 け 医 政 地 発 ０ ７ ２５ 第 ３ 号厚 生 労 働 省医 政 局 地域 医 療 計 画課 長 通 知 ）

に基づき、ドクタ ー ヘリ運航の安全を 図 るものとする 。  

(12) ドクターヘリが 介入した症例につ い て、ドクターヘリ に よる診療の効果

検証を行う体制を 構 築するものとする 。  

(13) 毎年度、連続３ 日間以上の運航停 止 （天候によるもの を 除く。）となっ

た事案について 、厚生 労働省医政局地域 医 療計画課に報告す る ものとする ｡ 
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４．整備基 準（都 道府 県の委託により事 業 を実施する場合は 配 備先の救命救急 セ

ンターについても 同 様の基準とする。 ）  

(1) 救 命 救 急 セ ン タ ー の 医 師 が 直 ち に 搭 乗 す る こ と が で き る 場 所 に ヘ リ ポ ー

ト を有 し 、 救 命救 急 セ ンタ ー 内 ま での 導 線 及び 患 者 移 送の 方 法 が確 保 さ れ

ていること。  

(2) 救急医療用ヘリ コプターについて 十 分な見識を有する こ と。  

(3) 救 命 救 急 セ ン タ ー を 設 置 す る 地 域 が 、 当 該 事 業 目 的 に 従 い 十 分 に 効 果 を

発揮する地域であ る こと。  

(4) 救 命 救 急 セ ン タ ー を 運 営 す る 病 院 が 、 当 該 事 業 に 対 し て 総 力 を 挙 げ て 協

力する体制を有す る こと。  

(5) 救命救急センタ ーと消防機関等と の 連携が従前より緊 密 であること。  

(6) 救命救急センタ ーの運営に支障を 来 たさないこと。  

(7) 夜 間 飛 行 を 行 う 場 合 に お い て は 、 ド ク タ ー ヘ リ が 離 着 陸 を 行 う ヘ リ ポ ー

トに照明器具を設 置 すること。  

 

（注）「ドクター ヘリ 」とは、救急医療 に必 要な機器及び医薬 品 を装備したヘ

リコプターであっ て、救急医療の専門医 及 び看護師等が同乗 し 救急現場等

に向かい、現場等から 医療機関に搬送す る までの間、患者に救命 医療を行

うことのできる専 用 のヘリコプターの こ とをいう。  

 

５．留意事項  

ドクターヘリ基地 病 院は、厚生労働省 医 政局が実施する現 況 調査 や、ドクタ

ーヘリ症例データ 収 集調査分析事業に お いて活用している 日 本航空医療学会ド

クターヘリ全国症 例 登録システム等へ の 症例入力 等に協力 し 、事業の実施状況

を報告すること。  

 

 

第７ 救急救命士 病 院実習受入促進事 業  

 

１．目  的  

この事業は、医療機関 において救急救命 士 の行う心肺蘇生等 の 救急救命処置の

実習を行うための 体 制整備を促進する こ とにより、救急救命士 の業務の高度化と

資質の向上を図る こ とを目的とする。  

 

２．補助対象  

都道府県又は都道 府 県知事の要請を受 け た病院の開設者（救命 救急センターを

除く。）が行う救 急 救命士の病院実習 受 入促進事業を補助 対 象とする。  

 

３．運営方針  

救急救命士の病院 実 習は、以下の内容 の 病院実習を実施す る 。  

(1) 「救急救命士の薬 剤投与の実施のた め の講習及び実習要 領 について（ 平成

１７年３月１０日 付 け医政指発第 0310002 号）」に基づく救 急救命士の教

育  
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(2) 「 救 急 救 命 士 の 気 管 内 チ ュ ー ブ に よ る 気 道 確 保 の 実 施 の た め の 講 習 及 び

実習要領について （ 平成１６年３月２ ３ 日付け医政指発第 0323049 号）」

に基づく救急救命 士 の教育  

(3) 「 救 急 救 命 士 の 資 格 を 有 す る 救 急 隊 員 に 対 し て 行 う 就 業 前 教 育 の 実 施 要

綱 につ い て （ 平成 ６ 年 ４月 １ 日 付 け消 防 救 第４ ２ 号 ） 」に 基 づ く救 急 救 命

士の資格を有する 救 急隊員の就業前教 育  

(4) 「救急隊員の教育 訓練の充実強化に つ いて（昭和 ６０年４月 ８日付け消防

救 第３ ２ 号 」 、「 救 急 隊員 資 格 取 得講 習 そ の他 救 急 隊 員の 教 育 訓練 の 充 実

強 化に つ い て （平 成 元 年５ 月 １ ８ 日付 け 消 防救 第 ５ ３ 号） 」 及 び「 救 急 業

務の高度化の推進 に ついて（平成１３年７ 月４日付け消防救 第 ２０４号）」

に基づく救急救命 士 の資格を有する救 急 隊員の再教育  

 

４．整備基準  

(1) 救急救命士の実 習を行う病院には 、原 則として、救急医療に 精通している

医師を複数有する も のとする ｡（一般社団 法人日本救急医学 会 が認定する指

導医、救急科専門医、公益社団法人日本 麻 酔科学会認定専門 医（ 旧指導医）

等）  

(2) 救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 は 、 院 内 の 救 急 医 療 に 精 通 し て い る 医 師 の

中 から １ 人 を コー デ ィ ネー タ ー 医 とし て 指 定し 、 主 に 以下 の 業 務を 行 う こ

と。  

ア  病院実習を受 け るに足りる知識・技能 を有する救急救命 士 であることの

確認  

イ  入院患者等へ の インフォームドコ ン セントの実施・確認に ついて倫理委

員会への報告  

ウ  受入診療科に お ける実習指導医の 確 保に関する調整（診療 時間の調整等） 

エ  実習指導医の 指 導内容の調整（重 複 や漏れのチェック ）  

オ  実習終了認定 の 調整（各診療科か ら の評価結果の総合 評 価）  

カ  他の医療機関 及 び消防機関との受 入 時期等の調整  

キ  地域メディカ ル コントロール協議 会 への出席等  

(3) 救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 は 、 患 者 へ の 同 意 を 行 う 体 制 や 安 全 確 保 に

関する体制が整備 さ れていること。  

(4) 救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 は 、 実 習 生 に 対 し て 適 切 な 待 機 場 所 を 提 供

するとともに、必 要 なオリエンテーシ ョ ンを実施すること 。  

 

５．設  備  

救急救命士の実習 を 行う病院として必 要 な医療機器等を備 え るものとする。  

 

 

第８ 小児集中治 療 室整備事業  

 

１．目  的  

この事業は、小児集 中 治療室を整備し、小 児 重症患者の適切な 医 療を確保する

ことを目的とする 。  
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２．補助対象  

都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け て 病 院 の 開 設 者 が 整 備 す る 小 児 集 中

治療室を補助対象 と する。  

 

３．整備基準  

(1) 施  設  

小 児 集中 治 療 室 病 床 を ６ 床以 上 有 し 、 独 立 し た看 護 単 位 を 有 す る もの と す

る。  

(2) 設  備  

小児集中治療室と し て必要な医療機器 を 備えるものとする 。  

 

 

第９ 非医療従事 者 に対する自動体外 式 除細動器（ＡＥＤ ） の普及啓発事業  

 

１．目  的  

この事業 は、非 医療 従事者に 自動体 外式 除細動器 （以下 「Ａ ＥＤ」と いう。 ）

の普及及び講習を 実 施し、医療従事者の速 やかな確保が困難 な 場合の心肺停止者

に対する除細動処 置 を行うことにより、救 命率の向上に資す る こと及 び都道府県

において 都道府 県内 に設置さ れたＡ ＥＤ の適切な 管理を 行う こと を目 的とす る。

  

 

２．補助対象  

都道府県（委託を含 む。）が実施するＡＥ Ｄ普及・啓発事業、非 医療従事者等

への講習及びＡＥ Ｄ の適切な管理に関 す る事業を補助対象 と する。  

 

３．運営方針  

(1) 都 道 府 県 内 に 設 置 さ れ た Ａ Ｅ Ｄ の 適 切 な 管 理 を 行 い 、 消 耗 品 の 期 限 が 切

れ る前 の 更 新 を呼 び か ける な ど 、 設置 さ れ たＡ Ｅ Ｄ が 有効 に 活 用で き る 体

制を構築すること 。  

(2) 都 道 府 県 は Ａ Ｅ Ｄ の 設 置 場 所 に つ い て 、 日 本 救 急 医 療 財 団 か ら 提 供 さ れ

る 設置 登 録 情 報や 独 自 調査 等 に よ り得 た 情 報を ホ ー ム ペー ジ 等 によ り 、 地

域住民へ情報提供 を 行うこと。  

(3) 「非医療従事者 による自動体外式 除 細動器（ ＡＥＤ）の使 用について（平

成１６年７月１日 付 け医政発第 0701001 号）」あるいは「 応 急手当の普及

啓 発活 動 の 推 進に 関 す る実 施 要 綱 （平 成 ５ 年３ 月 ３ ０ 日付 け 消 防救 第 ４ １

号 ）に 基 づ く ＡＥ Ｄ の 使用 を 含 め た心 肺 蘇 生法 の 普 及 ・啓 発 を 行い 、 救 命

率の向上に努める こ と。  

 

４．実施基準  

都道府県（委 託を含 む。）において 、ＡＥ Ｄを普及するため の 関係者からなる

協議会を設置し、Ａ Ｅ Ｄの設置場所の選 定、ＡＥＤを普及する た めの指導者養成

講習会の実施、地域 住 民を対象とした普 及 のための講習会、Ａ Ｅ Ｄの適切な管理
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のため設置場所等 の 情報収集等を実施 す るものとする。  

 

 

第 10 救急医療情 報 センター （広域災 害 ・救急医療情報シ ス テム）  

 

１．目  的  

この事業は、都 道府県 が県全域を対象と し た救急医療情報セ ン ター（広域災害・

救急医療情報シス テ ム）を整備するとと も に、都道府県センタ ー 間のコンピュー

タネットワークの 運 営、バックアップセ ン ターの運営を行い、通 常時は救急医療

施設から的確に情 報 を収集し、医療施設、消防本部等へ必要 な 情報の提供を行い、

円滑な連携体制の 基 に、救急患者の医療 を確保し、また、災害 時には医療機関の

稼働状況、医 師・看 護 師等要員の状況 、電 気等の生活必需基 盤 の確保、医薬 品等

の備蓄状況等、災害医 療に係る総合的な 情 報収集及び提供を 行 うことを目的とす

る。  

 

２．補助対象  

都道府県又は都道 府 県知事の委託を受 け た法人が整備、運営す る救急医療情報

センター（広域災 害 ・救急医療情報シ ス テム）を補助対象 と する。  

 

３．運営方針  

(1) 通常時は、各都道 府県の状況に応じ た 救急医療情報シス テ ムとする。すな

わ ち、 休 日 夜 間急 患 セ ンタ ー 、 入 院を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療機 関 及 び

救命救急センター 、そ の他救急医療に必 要 な体制に関する情 報 を収集し ､医

療施設及び消防本 部 等に必要な情報を 提 供するものとする 。  

(2) 必要に応じ、隣接 する都道府県と連 携 し、相互に 情報提供を 行うとともに、

周産期医療情報シ ス テムとの相互連携 を 図るものとする。  

(3) 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム に 参 加 す る 医 療 機 関 は 、 救 急 患 者 の 搬 送 が 円 滑 に

行 われ る よ う 、救 急 患 者受 入 可 否 等の 救 急 医療 情 報 の 随時 更 新 に努 め る も

のとする。  

  なお、主として住 民への情報提供に 資 するものについて は、その必要に応

じて更新するもの と する。  

(4) 災害時に迅速か つ的確に救援・救助を 行うため、全国の医療 施設の状況を

全 国の 医 療 施 設、 消 防 機関 、 保 健 所そ の 他 の行 政 機 関 等が 把 握 可能 な 情 報

システムとする。  

(5) 災害時に交換す る情報は、全国共 通 化するものとする 。  

(6) 都道府県センタ ーは、災害 時において 災害・救急医療情報を 広域的に利用

するために後方支 援（以下「バックアッ プ 」という。」）機能を 保持するバ

ッ クア ッ プ セ ンタ ー と 結ぶ も の と する 。 ま た、 災 害 時 にお い て 都道 府 県 セ

ン ター が 機 能 しな く な った 場 合 に おい て は 、都 道 府 県 セン タ ー の役 割 を バ

ックアップセンタ ー が直接行えるよう に するものとする。  

(7) 災 害 時 に 登 録 し た 情 報 は 、 国 民 が 有 効 に 利 用 で き る よ う 必 要 な 情 報 を イ

ンターネットを通 じ 公開するものとす る 。  

(8) 地 域 に お け る 救 急 医 療 に 係 る 問 題 点 へ の 取 り 組 み や 医 療 ・ 消 防 機 関 等 関
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係 者と の 連 携 体制 を 構 築す る た め 、都 道 府 県セ ン タ ー に「 救 急 医療 情 報 セ

ン ター 運 営 委 員会 」 を 設置 し 、 都 道府 県 メ ディ カ ル コ ント ロ ー ル協 議 会 ※

と連携して地域の 救 急医療体制が適正 に 機能する体制を確 保 する。  

 

※メディカルコン トロ ール協議会  

 救急 救命 士等 の活 動 等につ いて 医師 が指 示 ・指導 ・助 言及 び検 証 するこ とに より

病院前救護の質を 保障 する体制の整備に 係る 協議の場。  

 

４．事業内容  

(1) 通常時の事業  

ア  情報収集事業 （ 随時更新）  

(ｱ) 診療科別医師 の 在否  

(ｲ) 診療科別の手 術 及び処置の可否  

(ｳ) 病室の空 床状況 （診療科 別、男 女別 、集中治 療室等 の特 殊病室及 び

その他）  

(ｴ) その他救急医 療 情報センター運営 委 員会等が必要と認 め る情報  

イ   情報提供、相 談 事業  

医 療 施 設 、 消 防 本 部 及 び 地 域 住 民 か ら の 問 い 合 わ せ に 対 し

て 適 切 な 受 入 れ 施 設 の 選 定 、 確 認 又 は 回 答 を 行 う も の と す る 。 

ウ  救急医療情報 セ ンター運営委員会 の 開催  

(2) 災害時の情報収 集及び提供事業  

ア   医療施設状況  

イ  患者転送要請  

ウ   医薬品等備蓄 状 況  

エ   電気等の生活 必 需基盤の確保状況  

オ   受入患者状況  

 

５．整備基準  

(1) バックアップセ ンター  

ア  全国の災害・救急 医療情報をバック ア ップするために全 国 に１か所バッ

クアップセンター を 置くものとする。  

イ   運用は２４時 間 体制で行うものと す る。  

ウ  耐震性の建物 に 設置するものとす る 。  

(2) 都道府県センタ ー  

ア  各都道府県に は 、広域災害・救急医 療 情報システムを運 用 、登録するた

めの都道府県セン タ ーを設けるものと す る。  

イ  運用は２４時 間 体制で行うものと す る。  

ウ  耐震性の建物 に 設置するよう配慮 す るものとする。  

(3) 端末機器  

医 療 施設 、 保 健 所 そ の 他 の行 政 機 関 等 に 広 域 災害 ・ 救 急 医 療 情 報 シス テ ム

の情報交換のため の 端末機器を置くも の とする。  

(4) 救急医療情報セ ンター運営委員会  

運営委員会の委員 は 、都道府県 、市町村 、保健所、二次 医療圏 協議会、消防
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機関、地区医 師会、救 命救急センター等 に 所属する者から構 成 するものとす

る。  

 

６．留意事項  

都道府県は、厚生 労 働省医政局が実施 す る現況調査等に 協 力 し、事業の実施

状況を報告するこ と 。  

 

７．上記に よりがたい 場合は、あ らかじめ厚 生労働大臣に協議 の 上適当と認めた

ものとする。  

 

 

第 11 救急・周産 期 医療情報システム 機 能強化事業  

 

１．目  的  

この事業は、都道府県 が整備する救急医 療 情報システム及び 周 産期救急情報シ

ステムの連携及び 機 能強化を図ること に より、救急搬送患者の 円滑な受入体制の

確保を目的とする 。  

 

２．補助対象  

都道府県又は都道 府 県知事の委託を受 け た法人が整備、運営す る救急医療情報

システム及び周産 期 救急情報システム を 補助対象とする。  

 

３．整備基準  

救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム 及 び 周 産 期 救 急 情 報 シ ス テ ム の 連 携 及 び 機 能 強 化 を 図

るため、次に掲げ る 項目のいずれかを 含 む整備を実施する こ と。  

(1) 消 防 法 第 ３ ５ 条 の ５ 第 ２ 項 各 号 に 規 定 す る 傷 病 者 の 搬 送 及 び 受 入 れ の 実

施 基準 に 基 づ く救 急 患 者の 受 入 体 制整 備 に 必要 な 医 療 機関 の 応 需情 報 （ 症

候別、処置機能別 、診 療科別、緊急度等 ）の 入力支援及び表示・閲覧機能。  

(2) 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム と 周 産 期 医 療 情 報 シ ス テ ム の 一 体 的 運 用 や 相 互 の

情報参照等による 連 携機能。  

(3) 地域を越えた医 療機関の応需情報（ 症候別、処置機能別、診療科別、緊急

度等）の相互閲覧 等 を行うための相互 接 続機能。  

(4) ＩＣＴを用い、 救急患者を搬送す る 医療機関を速やか に 選定等する機能  

 

４．留意事項  

都道府県は、厚生 労 働省医政局が実施 す る現況調査等に 協 力 し、事業の実施

状況を報告するこ と 。  

 

５．上記に よりがたい 場合は、あ らかじめ厚 生労働大臣に協議 の 上適当と認めた

ものとする。  
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第 12 救急患者退 院 コーディネーター 事 業  

 

１．目  的  

この事業は、地域の 実情に精通した看 護 師、社会福祉士等の 医療従事者を「救

急患者退院コーデ ィ ネーター」（以下 、「 コーディネーター 」という。）として

医療機関等に配置 す ることにより、急性 期 を脱した救急患者 の 円滑な転床・転院

を促進し、救急医療 用 病床を有効に活用 す るとともに、医師等 の 負担 を軽減する

ことを目的とする 。  

 

２．補助対象  

都道府県（委託を含 む。）又は都道府県知 事の要請を受けて 病 院の開設者が整

備、運営する救命救 急 センター及び第二 次 救急医療機関（以下「 救急医療機関等」

という。）が配置 す るコーディネータ ー を 補助対象とする 。  

 

３．運営方針  

コーディネーター は、急性期を脱した救 急 患者が、救急医療機 関 等の救急医療

用病床から転院・転 床を円滑に行うた め に施設内・施設間の 連携・調整 を行うこ

ととする。  

 

４．整備基準  

コーディネーター は、配置された医療機 関 や関係する医療機 関 だけでなく、広

く地域における医 療 機関の連携・調整 に 重点をおいて業務 を 行うこと。  

 

 

第 13 中毒情報セ ン ター情報基盤整備 事 業  

 

１．目  的  

この事業は、公益財団 法人日本中毒情報 セ ンターが化学物質 等 による急性中毒

の治療方法等に関 す る情報を迅速に提 供 するため、それらの情 報に関する情報基

盤を整備し、急性 中 毒対策の充実を図 る ことを目的とする 。  

 

２．補助対象  

公益財団法人日本 中 毒情報センターと す る。  

 

３．事業内容  

(1) 化 学 物 質 等 に よ っ て 起 こ る 急 性 中 毒 に 関 す る 次 の よ う な 情 報 の 収 集 及 び

提供  

ア  急性中毒の原 因 となる物質の名称 、 成分、組成等に関 す る情報  

イ  アの物質を含 有 する商品の名称、 含 有量等に関する情 報  

ウ  急性中毒の症 状 及び治療方法等に 関 する情報  

(2) (1)により収集し た情報の整理集積  

(3) 急性中毒に関す る情報提供に必要 な 基礎資料の作成  

(4) ２４時間体制で 医師の適切な指示 が 受けられる体制を 確 保する。  
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第 14 救急医療体 制 強化事業 （メディ カ ルコントロール体 制 強化事業 ）  

 

１．目  的  

この事業は、都道府 県が地域の救急医 療 の実情に精通した 医 師（以下「ＭＣ医

師」とい う ｡）をメデ ィカルコ ントロ ール 協議会（ 以下「 ＭＣ 協議会」 という ｡）

に配置することに よ り、救急搬送困難事 例 の解消等を図り、円 滑 な救急搬送受入

体制を構築するた め、メディカルコント ロ ール体制のもとで、消 防法における傷

病者の搬 送及び 傷病 者の受入 れに関 する 基準（以 下「実 施基 準」とい う ｡）の検

証を行うことなど を 通じて地域の救急 医 療体制を強化する と ともに、メディカル

コントロールに精 通 した医師を育成す る ことを目的とする 。  

 

２．補助対象  

この事業の実施主 体 は、都道府県とす る 。（委託を含む。 ）  

 

３．運営方針  

都道府県は、ＭＣ医師 を通じて地域の救 急 医療体制の充実強 化 が図られるよう

体制整備を行うた め 状況の把握・分析を 行い、それをもとに 指導、助言等を行う

とともに、実施基準に 基づいて救急患者 が 円滑に医療機関に 受 入れがなされてい

るか、ＭＣ協議会 内 で中心となって検 証 等を行うものとす る 。  

 

４．整備基準  

本事業の目的を適 切 に果たすことがで き るよう、都道府県は、ＭＣ医師の身分

を明らかにすると と もに、ＭＣ医師の役 割、具体的な業務内 容、消防機関との連

携体制、その他必要 な 事項について、地域 の 実情等を踏まえな が ら明確にするこ

と。また 、定めた業 務 内容等については 、あらかじめ消防機 関・医療機関等 の関

係機関に対して周 知 徹底すること。  

ＭＣ医師は、本事業 の 業務に従事する時 間 帯は、診療を離れ、地 域の医療機関、

消防機関、都 道府県 、市町村、地域 医師会 等関係団体等と調 整 等を行うため 、Ｍ

Ｃ協議会に主とし て 携わるものとする が、それ以外の時間帯 は 医療機関等で診療

を行うこ とがで きる ｡（地域の 実情に 応じ てＭＣ医 師を複 数人 指名して 持ち回 り

とすることも可能 と する。）  

ＭＣ医師 は、救 急医 療に従事 する医 師で 、地域の 救急医 療の 実情を踏 まえ ､救

急医療機関、消防機 関、都道府県等の行 政機関、地域医師会 等関係団体との調 整

等の業務を担うた め に必要な知識・経験 を有するものとし、原則、５年以上の救

急臨床歴があり、救 急 科専門医やそれと 同 等の資格を有し、２ 年 以上地域のメデ

ィカルコントロー ル に関与し、経験を積 んだ医師で、地域に おいてＢＬＳ、ＡＣ

ＬＳ、ＪＰＴＥＣ、Ｊ ＡＴＥＣなどの講 習 会や救急隊教育に お いて指導歴がある

こととする ｡（厚生労働省が行う病院前 医 療体制における指 導 医等研修（上級者）

の受講者が望まし い 。）  

 

５．事業の内容  

(1) 救急医療の地域 における諸課題の 把 握、分析  

医 療 機関 、 消 防 機 関 等 に 対す る 実 態 調 査 や ヒ アリ ン グ 等 に よ り 、 地域 に お
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け る 救 急 医 療 の 諸 課 題 を 把 握 、 分 析 し 、 必 要 に 応 じ て 搬 送 基 準 の 見 直 し ､改

善を行うものとす る 。  

(2) 消防機関・医療 機関等に対する指 導 、助言等  

(1)による分析を検 証 し、必要な方策につい て、都道府県等と連携 しながら、

必要に応じて消防 機 関、医療機関に対 し 指導、助言等を行 う ものとする。  

(3) 救急医療機関及 び後方支援病院の 確 保、支援  

救 急 医療 機 関 を 確 保 す る ため 関 係 機 関 と 調 整 を行 う と と も に 、 搬 送困 難 事

例 受 入 医 療 機 関 支 援 事 業 を 行 う 二 次 救 急 医 療 機 関 と 綿 密 に 連 携 す る も の と

する。また、特に救 急患者の出口問題 に ついて、地域や医療 機関の退院コー

ディネーター等と 共 同して実態把握を 行 うとともに、協議の場 を設けて検討

し、後方支援病院に 対して受け入れを 促 すものとする。さら に、精神疾患を

有する患者・小児・妊婦・透析患者等、特に配慮を要する 患 者を受け入れる

医療機関について あ らかじめ地域の実 情 に応じて検討する 。  

(4) 搬送先医療機関 及び転送先医療機 関 の確保、調整  

Ｍ Ｃ 医師 は 、 休 日 ・ 夜 間 等に お い て 、 救 急 隊 が搬 送 先 の 選 定 に 苦 慮す る 場

合は、消防機 関等か らの要請に応じて 、自らその搬送先医 療 機関の調整を行

うことが望ましい 。  

(5) 救急医療に係る 情報発信等  

地 域 にお い て 救 命 講 習 等 を通 じ た 市 民 教 育 や 救急 医 療 の 適 正 利 用 に係 る 普

及啓発、ＡＥＤの普 及啓発や設置の推 進 などを行うものと す る。また、消防

関係者等地域の関 係 者による、救急現場に おける患者の希望 す る医療につい

て 必 要 な 時 に 確 認 で き る 方 法 や 心 肺 蘇 生 を 望 ま な い 心 肺 停 止 患 者 へ の 対 応

方針の検討の推進 な どを行うものとす る 。  

(6) 連絡会議の開催 等  

上 記 の業 務 等 を 円 滑 に 遂 行し 、 関 係 者 と の 連 携、 調 整 を 図 る た め 連絡 会 議

を開催するととも に、全国メディカルコ ン トロール協議会連 絡 会に出席する

ものとする。  

(7) そ の 他 、 地 域 に お け る 救 急 医 療 体 制 の 充 実 強 化 に 必 要 な こ と を 実 施 す る

ものとする。  

(8) 上 記 に よ り が た い 場 合 は 、 あ ら か じ め 厚 生 労 働 大 臣 に 協 議 す る も の と す

る。  

 

６．その他  

都道府県は、別に定 め るところにより、事 業 の実施状況等を厚 生 労働大臣に報

告するものとする 。  

 

 

第 15 救急医療体 制 強化事業 （搬送困 難 事例受入医療機関 支 援事業 ）  

 

１．目  的  

この事業は、長時間搬 送先が決まらない 救 急患者を一時的で あ っても受け入れ

る医療機関を確保 す ることにより、救急 搬 送困難事例の解消 を 図り、地域におい

て円滑な救急搬送 受 入態勢を構築する こ とを目的とする。  
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２．補助対象  

この事業の実施主 体 は、地方公共団体また は地方公共団体の 長 の要請を受けた

医療機関の開設者 が 整備、運営する 第二次 救急医療機関（ 以下 ､「受入医療機関 」

という。 ただし 、精 神科単科 医療機 関を 除く ｡）で長時 間搬送 先が決ま らない 救

急患者を受け入れ る 医療機関を補助対 象 とする。  

また、対象となる受 入 医療機関は、消防法 第 ３５条の５第２項 第 ６号に規定さ

れ た 傷 病 者 の 受 け 入 れ に 関 す る 消 防 機 関 と 医 療 機 関 と の 間 の 合 意 を 形 成 す る た

めの基準により、 明 確に位置付けられ た 第二次救急医療機 関 とする。  

 

３．運営方針  

受入医療機関は、救急 隊等が救急患者の 搬 送先の選定に苦慮 す る場合において、

消防機関等からの 要 請に応じて救急患 者 を受け入れるもの と する。  

また、ＭＣ協議会 に 配置されるＭＣ医 師 と連携を図るもの と する。  

 

４．整備基準  

(1) 必ず救急患者を 受け入れる受入医 療 機関  

受 入 医療 機 関 は 、 地 域 に おい て 、 長 時 間 搬 送 先が 決 ま ら な い 救 急 患者 を 確

実に受け入れるた め に必要な空床等の 体 制を確保するもの と する。  

(2) 一時的であって も救急患者を受け 入 れる受入医療機関  

受 入 医療 機 関 は 、 地 域 に おい て 、 救 急 搬 送 の 応需 状 況 に 応 じ て 、 長時 間 搬

送 先 が 決 ま ら な い 救 急 患 者 を 一 時 的 に 受 け 入 れ る た め に 必 要 な 体 制 を 確 保

するものとする 。ま た、一時的に 受け入 れた患者を転院等 す る必要がある場

合は、ＭＣ医 師に協 力を要請すること や 、あらかじめ 地域で 定めたルールに

従い転院先の確保 を 行うものとする。  

 

 

第 16 外傷外科医 等 養成研修事業  

 

１．目  的  

この事業は、重症な身 体的損傷に適切に 対 応するために必要 な 手術療法に係る

知識、手技を得るた めの研修を実施し、外的要因により生 じ た重症外傷（特に重

症胸腹部外傷 ）の治 療を担う医師（外科 医、救急医 ）等を養 成 することを目的と

する。  

 

２．補助対象  

この事業 の実施 主体 は ､「外傷外科 医等養 成研修事 業実施 団体 公募要領 」に基

づき選定した団体 と する。  

 

３．事業の内容  

(1) 研 修 内 容 は 、 重 症 な 身 体 的 損 傷 に 適 切 に 対 応 す る た め に 必 要 な 手 術 療 法

に 係る 知 識 、 手技 を 得 るた め に 実 施す る 座 学及 び 実 技 とし 、 以 下に 掲 げ る

事項を実施するこ と 。  
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ア  海外の事例や デ ータベースを元に し た外傷戦略に関す る 事項  

イ  救急医療に関 し ての倫理的側面、 メ ンタルケアに関す る 事項  

ウ  銃創、爆傷等 の 外傷治療に必要な 知 識及び手技に関す る 事項  

エ  医療チームの 構 成員とのコミュニ ケ ーションに関する 事 項  

(2) 受講対象者は、外傷初期診療ガイ ド ライン（ ＪＡＴＥ Ｃ）などの外傷初期

診療訓練を受けた 医 師（外科医、救 急医）、外傷初期看護ガ イ ドライン（ Ｊ

Ｎ ＴＥ Ｃ ） な どの 外 傷 初期 看 護 訓 練を 受 け た看 護 師 と し、 原 則 以下 に 掲 げ

る者とする。  

ア  治 療 戦 略 を 医 療 チ ー ム 全 体 に 共 有 し 構 成 員 に 適 切 な 指 示 を 出 す 立 場 に

従事する者又はこ れ から従事しようと す る者。  

イ  救急外傷診療 に 十分な経験を持ち 、外 科診療に一定年数 以 上従事してい

る外科医、救急診療に 十分な経験を持ち、胸 腹部外傷の手術を 一 定件数以

上経 験し てい る救 急 医又 は救 急初 療室 若 しく は手 術室 での 勤 務歴 があ り、

手術介助経験があ る 看護師  

 

 

第 17 遠隔ＩＣＵ 体 制整備促進事業  

 

１．目  的  

この事業は、複数の 集 中治療室の医療情 報 を、ネットワーク通 信 を利用して連

携し、核となる集中 治 療室において、集中 治 療専門の医師等が 集 約的に患者をモ

ニ タ リ ン グ し 、 遠 隔 地 か ら 現 場 の 若 手 医 師 等 に 対 し 適 切 な 助 言 を 行 う シ ス テ ム

（以下「遠隔ＩＣＵ」という。）の体制整備 を促進することに よ り、医療の生産

性の向上の観点を 踏 まえた勤務環境の 改 善を目的とする。  

 

２．補助対象  

都道府県の医療計 画 等に基づき、都道府県 又は都道府県知事 の 要請を受けて病

院の開設者が整備、運 営する第三次救急 医 療機関及び第二次 救 急医療機関を 補助

対象とする。  

 

３．運営方針  

(1) 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ は 、 所 在 地 を 異 に す る 複 数 の 医 療 機 関 で 体 制 を 構 築 す る も の

と し、 連 携 す る医 療 機 関間 に お い て、 遠 隔 ＩＣ Ｕ の 運 用に 係 る 調整 等 を 行

う 運営 委 員 会 を設 置 し 、１ の 目 的 に従 い 運 営に 関 す る 必要 事 項 を定 め 、 十

分な協力体制の上 で 本事業を実施する も のとする。  

(2) 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ に よ り 連 携 す る 集 中 治 療 室 は 、 内 科 系 外 科 系 問 わ ず 重 篤 な 患

者 を治 療 す る 集中 治 療 室（ 特 定 集 中治 療 室 加算 を 算 定 して い る 集中 治 療 室

等）とする。  

(3) 遠隔ＩＣＵは、主 として夜間・休日の時 間帯において運用 す るものとする。

（２４時間体制を 妨 げるものではない こ とに留意すること 。 ）  

(4) 核となる集中治 療室（別に設置す る コントロール室を 含 む）には、集中治

療 専門 の 医 師 （原 則 と して 、 集 中 治療 の 経 験を ５ 年 以 上有 し 、 集中 治 療 室

に 入室 し て い る患 者 全 てを 診 療 可 能な 能 力 を有 す る 医 師で あ る こと 。 ） 、
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看護師、事務職員 等 を配置するものと す る。  

(5) 核 と な る 集 中 治 療 室 に お い て 従 事 す る 医 師 は 、 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ に よ り 連 携 す

る 集中 治 療 室 に在 室 し てい る 患 者 を遠 隔 よ り、 集 約 的 にモ ニ タ リン グ を 行

い 、複 数 患 者 の病 状 変 化を 効 率 的 に把 握 す るこ と （ 医 師が 不 在 とな る 場 合

は 看 護 師 で 代 替 す る 等 に よ り 常 時 モ ニ タ リ ン グ を 行 う 体 制 を 構 築 す る こ

と。）。また 、必要に 応じて、現場の医 師 等に治療方針等に つ いて適切な助

言を行うこと。  

(6) 事業の実施に当 たっては、「医療・介 護関係事業者にお け る個人情報の適

切 な取 扱 い の ため の ガ イダ ン ス 」 「医 療 情 報シ ス テ ム の安 全 管 理に 関 す る

ガイドライン」を 遵 守するものとする 。  

 

４．整備基準  

整備する遠隔ＩＣ Ｕ については、以下の要 件をすべて満たす も の又はこれに準

ずるものとする。  

(1) 複 数 患 者 の モ ニ タ リ ン グ 体 制 に つ い て は 、 原 則 と し て 以 下 の 項 目 を 満 た

すこと。  

ア  常時モニタリ ン グに必要な、各 患者の 循環動態、呼吸 状態等 の情報につ

いては、核とな る集中 治療室において同 一 の形式で表示され る システムを

有すること。  

イ  常時モニタリ ン グが必要でない事 項（ 既往歴や画像情報 等）については、

核となる集中治療 室 から、常に閲覧可 能 なシステムを有す る こと。  

ウ  特に重篤な患 者 及び重症化が予測 さ れる患者を把握す る ため、各患者の

重症 度ス コア 等の 表 示機 能（ 経時 的変 化 が分 かる こと 。） を 有す るこ と。

なお、遠隔ＩＣＵ に 採用すべき重症度 ス コア等は、平成 30 年度厚生労働

科学研究費補助金「 日本版遠隔集中治 療（ Ｔｅｌｅ－ ＩＣＵ ）の構築に向

けた課題及び解決 策 に関する調査研究 」 の研究報告を参照 す ること。  

(2) (1)の実現に必要 な、複数の集中治 療 室のモニタ及び電 子 カルテ情報等の

共有を可能とする サ ーバーシステム 等 を 有すること。  

(3) 連携する各医療 機関の既存システ ム を (2)のサーバーシ ス テム等 へ対応さ

せること。  

(4) 連 携 す る 各 集 中 治 療 室 に 入 室 し て い る 個 々 の 患 者 の 実 際 の 様 子 を 、 核 と

な る集 中 治 療 室か ら 観 察可 能 な よ う、 適 切 な画 像 ・ 音 声シ ス テ ムを 有 す る

こと。  

(5) 連 携 す る 集 中 治 療 室 の 現 場 の 医 師 等 か ら 助 言 を 求 め ら れ た 場 合 等 に 、 核

と なる 集 中 治 療室 の 医 師等 が 必 要 十分 な 議 論が で き る よう 、 適 切な テ レ ビ

会議システムを有 す ること。  

(6) 安全な実施に必 要な情報セキュリ テ ィ対策が講じられ て いること。  

 

５．その他  

(1) 補 助 金 の 申 請 は 、 連 携 す る 医 療 機 関 単 位 で 代 表 と な る 医 療 機 関 が 所 要 の

経費を取りまとめ 、 手続きを行うこと と する。  

(2) 本事業の実施に 必要な事項であっ て 本要綱に定めのな い 事項については、

厚生労働省医政局 地 域医療計画課と協 議 の上、決定する。  
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第 18 病院間の患 者 搬送のための病院 救 急車活用促進事業  

 

１．目  的  

この事業は、救急医 療 機関 の急性期病床 確 保のため、地域 の医 療 機関等と連携

し、回復した患者の 転 院などを促進する 必 要があり、地域内で の 救急医療に関す

る役割分担が円滑 に 行われるよう、病院 救 急車を活用し、高次 の 医療機関からの

転院搬送を促進す る とともに、救急搬送の 需要が高まる場合 に 備えた 患者搬送の

手段の確保を図る こ とを目的とする。  

 

２．補助対象  

都道府県の医療計 画 等に基づき、都道府県 又は都道府県知事 の 要請を受けて病

院の開設者が整備、運営する第二次救 急 医療機関（当該医療 機関が、当該都道府

県の医療計画にお い て、第三次救急医療 機関（救命救急セン ター）の指定を受け

ている場合を除く。）における病院救急 車 で転院搬送を行う 事 業を補助対象とす

る。  

 

３．運営方針  

(1) 事業の実施に当 たっては、 病院救 急 車の運転手を確保 す るとともに 、搬

送においては、患 者 の容態急変等の不 測 の事態に備えて、 必 ず病院救急車

を保有する医療機 関 の医師、看護師又 は 救急救命士（以下 、 医療従事者）

を同乗させること と する。  

(2) 病院救急車の運 行に際しては、所 属 医療機関と 病院救 急 車の間で 通信手

段の確保に努めな け ればならないもの と する。  

 

４．整備基準  

   (1) 第 二 次 救 急 医 療 機 関 と し て 必 要 な 診 療 機 能 及 び 病 院 救 急 車 を 確 保 す る

ものとする。  

   (2) 病 院 救 急 車 を 運 行 す る 為 に 必 要 な 運 転 手 及 び 医 療 従 事 者 を 確 保 し 、 運

行体制を整備して い ること。  

(3) 厚生労働省医政 局が行う 病院救急 車 安全研修を運行管 理 者もしくは、

運行実務者が受講 し ていること。  

(4) 当該事業目的に 従い十分に効果を 発 揮すること。  

 

（注）「病院救急 車」とは、患者搬送に 必 要な機器及び医薬 品 を装備し 、担送

での患者搬送が可 能 な道路交通法第 39 条 に定める緊急自動 車 であって、医

療従事者が同乗し、患 者を医療機関等に 搬 送するまでの間、医療 を継続し、

搬 送中 の 急 変 等に も 対 応出 来 る 機 能を 有 し た 医 療 機 関 に属 す る 救急 車 の こ

とをいう。  

 

５．留意事項  

病院救急車を運行 す る医療機関は、厚 生 労働省医政局が実 施 する現況調査

や調査研究事業等 に 協力し、事業の実 施 状況を報告するこ と 。  
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第 19 ドクターヘ リ 運航体制緊急支援 事 業  

 

１．目  的  

この事業は、令和７年 ７月以降に 整備士 不 足によりドクター ヘ リの運航休止が

生じたドクターヘ リ 導入促進事業の委 託 先法人（以下「当該法 人」という。）の

ドクターヘリの運 航 休止により、地域の救 急医療体制の確保 に 影響を及ぼす場合

において、その影響 を最小化 し、早期の 治療開始、迅速な搬 送を可能とするド ク

ターヘリの運航体 制 を維持することを 目 的とする。  

 

２．補助対象  

(1) 以 下 の い ず れ か の 要 件 を 満 た す 都 道 府 県 又 は 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法

律 第６ ７ 号 ） 第２ ８ ４ 条第 ３ 項 に 規定 す る 広域 連 合 （ 以下 「 広 域連 合 」 と

い う。 ） 及 び 都道 府 県 知事 又 は 広 域連 合 の 長の 要 請 を 受け た 救 命救 急 セ ン

タ ーが 、 ド ク ター ヘ リ の配 備 又 は ドク タ ー ヘリ を 配 備 でき な か った 場 合 の

影響を最小化する た めに実施する事業 を 補助対象とする 。  

ア  令和７年６月 30 日時点で当該法人 と 機体の契約を締結 し ている 都道府

県（ 以 下「 契 約都 道 府県 」 とい う 。） 又 は広 域 連合 （ 以下 「 契約 広 域連

合」 と いう 。 ）及 び 契約 都 道府 県 知事 又 は契 約 広域 連 合の 長 の要 請 を受

けた救命救急セン タ ー  

イ  契約都道府県 又 は契約広域連合（以 下「 契約都道府 県 等」という。）と

協定 を 結ん だ 都道 府 県又 は 広域 連 合か ら の要 請 を受 け た救 命 救急 セ ンタ

ーで あ って 、 契約 都 道府 県 等及 び 協定 を 結ん だ 都道 府 県又 は 広域 連 合 か

らの要請を受け、 契 約都道府県等に出 動 する救命救急セン タ ー  

(2) 以下のいずれか の要件を満たす都 道 府県又は広域連合 が 、ドクターヘリ

を救命救急センタ ー に配備又はドクタ ー ヘリを救命救急セ ン ターに配備で

きなかった場合の 影 響を最小化するた め に当該センターに お いて実施する

事業を補助対象と す る。  

ア  契約都道府県 等  

 イ  契約都道府 県 等と協定を結び 、契約 都道府県等からの 要 請を受け、契約

都道府県等に出動 す る契約都道府県等 以 外の都道府県又は 広 域連合  

 

３．運営方針  

(1) 契 約 都 道 府 県 等 が 当 該 法 人 以 外 の ド ク タ ー ヘ リ を 配 備 し 運 航 す る 場 合 で

あ って も 、 原 則、 救 急 医療 対 策 事 業実 施 要 綱第 ６ の ３ の規 定 を 準ず る も の

とする。  

(2) 契 約 都 道 府 県 等 が 当 該 法 人 以 外 の ド ク タ ー ヘ リ を 配 備 で き な か っ た 場 合

で あっ て も 、 契約 都 道 府県 等 以 外 の都 道 府 県か ら ド ク ター ヘ リ を受 け 入 れ

るために必要な人 員 や体制の確保に努 め なければならない 。  

(3) 契 約 都 道 府 県 等 以 外 の 都 道 府 県 が 委 託 し て い る 航 空 事 業 者 が 、 ド ク タ ー

ヘ リの 継 続 運 航が 困 難 とな っ た 地 域を 支 援 する 場 合 に おい て 、 両都 道 府 県

間で広域連携の協 定 が締結されていな い 場合には、速やかに協 定を締結し、

契 約都 道 府 県 等へ の ド クタ ー ヘ リ の支 援 の 在り 方 に つ いて 関 係 者と 協 議 の

上定めるものとす る 。  
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４．整備基 準（都 道府 県の委託により事 業 を実施する場合は 配 備先の救命救急セ

ンターについても 同 様の基準とする。 ）  

(1) 契 約 都 道 府 県 等 が 当 該 法 人 以 外 の ド ク タ ー ヘ リ を 配 備 し 運 航 す る 場 合 で

あ って も 、 原 則、 救 急 医療 対 策 事 業実 施 要 綱第 ６ の ４ の規 定 を 準ず る も の

とする。  

(2) ド ク タ ー ヘ リ 導 入 促 進 事 業 を 用 い て 運 用 さ れ て い る ド ク タ ー ヘ リ に よ る

運 航体 制 が 既 に整 備 さ れ、 本 事 業 を活 用 す るこ と で 患 者移 送 等 が実 施 可 能

となる体制を維持 で きる状況にあるこ と 。  

(3) (2)に示すドクタ ーヘリの運航体制 に ついて、契約都道 府 県等においてド

ク ター ヘ リ の 運航 事 業 者を 確 保 で きず 、 当 初の 体 制 が 維持 で き ない 場 合 に

お いて は 、 そ の他 の 代 替手 段 に よ って 患 者 移送 等 が 実 施で き る 状況 に あ る

こと。  

(4) 設  備  

ド ク タ ー ヘ リ と し て 必 要 な 医 療 機 器 及 び 医 療 資 機 材 等 を 備 え る も の と す

る。  

 

（注）「ドクター ヘリ 」とは、救急医療 に必 要な機器及び医薬 品 を装備したヘ

リコプターであっ て、救急医療の専門医 及 び看護師等が同乗 し 救急現場等

に向かい、現場等から 医療機関に搬送す る までの間、患者に救命 医療を行

うことのできる専 用 のヘリコプターの こ とをいう。  

 

５．留意事項  

本事業は、「 ドクター ヘリ導入促進事業 」に おける運航に要す る 経費とは別に、

主に機体や人材の 確 保等に対して支援 す るものであること に 留意すること。  

 


